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静岡県東部農林事務所メールマガジン あずまニュース 第５号 
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【目次】～～～～～～☆～～～～～～☆～～～～～～☆～～～～～～☆～～～ 

 

■ビジネス情報■■■■■ 

１ 施設園芸大国しずおか構造改革緊急対策事業の募集について 

 

■お知らせ■■■■■ 

１ 【のうりん】って何してる？ＶＯＬ６を発行しました 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■ 施設園芸大国しずおか構造改革緊急対策事業の募集について 
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 規模拡大を図る認定農業者等を対象に、施設整備に関する助成事業を募集します。 

 

●事業目的 マーケットインの考え方に基づく新たな需要に対応した生産拡大を推

進するため、｢戦略的作物生産拡大計画｣を策定する認定農業者等が行なう施設整備を

助成します。 

 

●事業内容 施設園芸の生産拡大のための鉄骨ハウス等の新設への助成 

 

●実施主体 認定農業者、認定新規就農者                          

※ＧＡＰ等の認証を取得又は取得予定の方 

 

●対象作物 ①ふじのくにマーケティング戦略に記載のある戦略的作物（柑橘、いち

ご、わさび、温室メロン、ガーベラ） 

      ②県が実施した首都圏市場調査によるニーズがあると認められた戦略

的作物（いちご、セルリ、トマト） 

      ③事業実施主体が独自に調査を実施し、新たな需要が見込まれると考え

る戦略的作物 

 

●対象施設  新設する鉄骨ハウスまたはパイプハウス 



 

※暖房機、内部被覆等は対象外だが、自己資金で同時に整備可能 

       ※共済制度に加入すること 

 

●補助率  補助対象に掲げる経費の１／３以内（上限：7,000円／㎡） 

 

●戦略的作物生産拡大計画の内容 

      ①対象作物の現状と成果目標 

      ②目標達成に向けた取組 

      ③補助対象施設の現状と整備計画 

      ④経営計画、設備投資計画 

 

●審査・採択 有識者等で構成する審査会において拡大計画を審査し、交付順位を決

定します。 

 

スケジュール ８月20日 事業計画の公募締切り（以後ヒアリングや審査会実施） 

        ９月上旬 内示、補助金交付申請 

        ９月中旬 交付決定 

 

●専用ＨＰ↓ 
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-360/yasai-shisetsuengeitaikoku.html 

 

 

●お問合せ 静岡県経済産業部農業局 農芸振興課 担当 川越 

ＴＥＬ： ０５４－２２１－３２９９ 

 

■お知らせ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
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■【のうりん】って何してる？ＶＯＬ６を発行しました  
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● 東部農林事務所の活動を若手職員が定期的にＰＲしています。ホームページに

過去の記事も掲載していますので、是非ご覧ください。 

 

【東部農林事務所】で検索 

東部農林事務所ホームページ→http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-720/index.html 

 

 

==================================================== 

あずまニュース第５号はいかがだったでしょうか。 

これからも、皆さんが楽しめ、参考になる記事を配信して 

いきたいと思います。 

 

意見、ご要望がありましたら、こちらまで。 
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(Ｅ-mail) tounou-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp 

 静岡県東部農林事務所  企画経営課 企画事業班     

 

                     

────────────────────────── 

今後配信の必要のない方は、お手数ですが下記宛に配信停止 

のご連絡をお願いします。 

その際『認定マガジン』の配信停止である旨、ご記載願います。 

 

メールアドレスの変更等の場合は、認定マガジン配信先の 

変更希望と記載の上、新メールアドレス、旧メールアドレス、 

お名前を下記までお知らせ下さい。 

 

静岡県 東部農林事務所  企画経営課 企画事業班  

〒410-0055 静岡県沼津市高島本町1-3 

Ｅ-mail   tounou-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp 

TEL 055-920-2157・2158 

FAX 055-924-8594 

==================================================== 


